
中国ライセンス講座

※知的財産のスペシャリストをクリエイトする※

知 的 財 産 研 究 セ ン タ ー

１０月１５日以降にキャンセルされた場合、参加料は理由の
如

何を問わずご請求させていただきますので予めご了承下さい。

開催場所

一般社団法人発明推進協会
研修ルーム

東京都港区虎ノ門2-9-14
発明会館ビル7階

参加料

一般18,000円

会員16,000円 (消費税込）

平成２４年１０月２２日（月） 10：00～17：00

講師：白 洲 一 新 氏
• （白洲知的財産権事務所 所長・弁理士）

中国における｢技術輸出入管理条例｣に関する規定を理解し、技術ライセンス契約
の制定・締結をすることは、日本企業にとって中国市場へ進出する際の非常に重要
な作業となります。

本講座では、日本企業が中国へ進出する際のライセンシング事情、中国企業との
有効な交渉の進め方、留意点のほか、中国特有の法解釈について、豊富な実務経
験を持ち、両国の制度に精通している中国出身の日本弁理士である講師が判り易
く解説いたします。

〔講義内容〕

●中国への技術移転の歴史

●ライセンスビジネスに関する中国の法律等の紹介

●中国でのライセンスビジネス等に関するリスクの事例紹介

●契約書の作成における注意事項

知的財産権講座

定員
４０名
■ 申込方法・お問い合わせ先

・当推進協会HＰ(http://www.jiii.or.jp)もしくは
ＦＡＸにてお申込みください。
◆検索ワード⇒

一般社団法人 発明推進協会 知的財産研究センター
研修チーム

ＴＥＬ：03(3502)5439
FAX：03(3506)8788

E-mail：kouza-form@jiii.or.jp

JIII 検 索


